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用語の定義
	[bookmark: _Hlk104471388][bookmark: _Hlk218600245]用語
	
	定義

	本市
	：
	鶴岡市をいう。

	本業務
	：
	鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務をいう。

	下水道管路施設等
	：
	本市が保有する公共下水道管路施設、集落排水管路施設及び一般廃棄物最終処分場排水管路施設をいう。

	プロポーザル参加者
	：
	本業務の公募型プロポーザルへの参加を希望する共同企業体をいう。

	受注者
	：
	本市と本業務の契約を締結し、本業務を遂行する共同企業体をいう。

	共同企業体
	：
	複数の企業により構成される共同企業体をいう。

	構成員
	：
	共同企業体を構成する企業をいう。

	代表企業
	：
	構成員のうち、当該共同企業体を代表する企業をいう。

	協力企業
	：
	受注者より業務を再委託される企業をいう。

	実施要領等
	：
	本業務の実施に際し、本市が公表する書類一式（実施要領、要求水準書、提案評価基準書、様式集、業務委託契約書（案）、その他本市が公表した書類及びこれらの書類に関する質問回答書）をいう。

	参加申込書
	：
	実施要領等に基づき、プロポーザル参加者が本市に提出する本業務の公募型プロポーザルへの参加申込に係る書類一式（参加表明書、共同企業体協定書の写し、会社概要書、業務実績報告書、配置予定者、委任状、誓約書及びこれらの書類に関する電子データ）をいう。

	企画提案書
	：
	実施要領等に基づき、プロポーザル参加者が本市に提出する本業務の実施にあたっての企画提案に係る書類一式（企画提案書提出書、審査シート、参考見積書、業務提案書及びこれらの書類に関する電子データ）をいう。

	受付時間
	：
	月曜日から金曜日（祝祭日を除く）の９時から１７時まで（１２時から１３時までを除く。）をいう。




この様式集は、本市が実施する本業務について、プロポーザル参加者の募集及び選定を行うにあたっての手続き等を定めたものであり、別冊の以下の書類と一体で構成する。

· 　実施要領
· 　要求水準書
· 　提案評価基準書
· 　業務委託契約書（案）
· 　その他、本市が公表した書類
· 　上記に関する質問回答書

プロポーザル参加者は、実施要領等の内容を十分に理解したうえで、必要な書類を作成し、提出すること。
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実施要領等に関する質問書

令和　８年　　月　　日

鶴岡市長　佐藤　聡　様

商号又は名称　
所在地　
代表者名　
（担当者）職・氏名　
　電話番号　
　E-mail　

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務の実施要領等について、下記のとおり質問します。
	NO
	質問箇所
	質問内容

	
	書類名
	頁
	項番
	項目
	

	質問1
	
	
	
	
	

	質問2
	
	
	
	
	

	質問3
	
	
	
	
	

	質問4
	
	
	
	
	

	質問5
	
	
	
	
	


※１　質問は、簡潔かつ具体的に記入すること。
※２　必要に応じて「行」を追加して記入すること。



1
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令和　８年　　月　　日

鶴岡市長　佐藤　聡　様

共同企業体名　
代表企業　
商号又は名称　
所在地　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

参加表明書

令和８年５月２２日付で公表された下記業務について、公募型プロポーザルへの参加を表明します。なお、本書及び添付書類の記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

記

1． 業務名
鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

2． 添付書類
1 　共同企業体協定書（様式３）の写し			１部
2 　会社概要書（様式４）					１部
※　以下の書類を添付すること。ただし、鶴岡市競争入札参加者名簿に登録されている者は、エ、オ、カ及びキは提出不要とする。（ア、エ、オ及びカについては、提出日の３か月前の日以降に発行されたもの。）
1 　商業登記簿謄本（写しでも可)
2 　定款
3 　提出期限の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表（法人の場合は、直前１事業年度の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」及び「注記表」の写し）
4 　市税の完納証明書（原本。本市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したもの。ただし、本市における納税義務のない者は申立書を提出すること。）
5 　納税証明書（写しでも可。国に納付すべき消費税及び地方消費税の納税証明書（その３未納の税額がないこと用））
6 　印鑑証明書（原本）
7 　使用印鑑届（実印と異なる印鑑を契約等に使用する場合に提出すること。）
8 　暴力団排除に関する誓約書
3 　業務実績報告書（様式５）				１部
1） 下水道管路施設のストックマネジメント計画策定
2） 下水道管路施設の詳細調査
3） 下水道管路施設の清掃
4） マンホールポンプ施設の維持管理（巡回点検、オイル交換）
5） 下水道管路施設の工事又は修繕（掘削を伴うもの）
6） マンホールポンプ施設の工事又は修繕
※　平成２８年４月１日から令和８年３月３１日までの業務実績を確認できる契約書等の写し（最大５件まで）を添付すること。
4 　配置予定者（様式６）					１部
※１　配置予定者毎に必要な資格を有することを証明する書類、３か月以上の直接かつ恒常的な雇用関係を証明するものを添付すること。
※２　業務経歴は、直近２件まで記載すること。
5 　委任状（様式７）					１部
6 　誓約書（様式８）					１部
7 　添付書類①～⑥の電子データ（ＣＤ－Ｒ等）		１部


3． 共同企業体構成
	共同企業体名
	



	代表企業
	会社名
	

	
	所在地
	

	
	代表者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

	
	役割分担
	

	構成員
	会社名
	

	
	所在地
	

	
	代表者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

	
	役割分担
	

	構成員
	会社名
	

	
	所在地
	

	
	代表者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

	
	役割分担
	

	構成員
	会社名
	

	
	所在地
	

	
	代表者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

	
	役割分担
	


※１　欄が足りない場合は、本様式に準じて適宜追加すること。
※２　「役割分担」欄には、主に担当を予定する業務を記入すること。

4． 協力企業（予定）
	番号
	協力企業名
	再委託を予定する業務

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	



5． 担当者連絡先
氏　　　　名：
所属・役職：
電話番号：
Ｅ－ｍａｉｌ：
※　代表企業の担当者とすること。
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共同企業体協定書（案）

（目的）
第１条　当共同企業体は、次の業務を共同連帯して営むことを目的とする。
（1） 鶴岡市（以下、「本市」という。）が発注する鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務（以下、「本業務」という。）
（2） 前号に附帯する業務
（3） 本業務に関連して本市が発注する他の業務

（名称）
第２条　当共同企業体は、○○共同企業体（以下、「企業体」という。）と称する。

（事務所の所在地）
第３条　企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。

（成立の時期及び解散の時期）
第４条　企業体は、令和○○年○○月○○日に成立し、本業務の履行完了後３か月を経過するまでの間は、解散することができない。
２　前項の規定にかかわらず、本業務を受注することができなかったときは、企業体は、本業務に係る契約が締結された日に解散する。

（構成員の所在地、名称及び主に担当する業務種別）
第５条　企業体の構成員及び主に担当する業務種別は、次のとおりとする。
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
主に担当する業務種別　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
主に担当する業務種別　　　　　　　　　　　　　　　　　

【以下構成員と各構成員が主に担当する業務種別を列記】

（代表者の名称）
第６条　企業体は、○○○○○○○○を代表者とする。


（代表者の権限）
第７条　企業体の代表者は、本業務の履行に関し、企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、本市及び関係官庁等と折衝する権限並びに業務委託料の見積、請求、受領及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。

（構成員の出資の割合）
第８条　各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、本業務について本市と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
名　称　　　　　　　　　　　　　　　％
名　称　　　　　　　　　　　　　　　％
【以下構成員を列記】　　　　　 　　　％
２　金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。

（運営委員会）
第９条　企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに本業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法、その他の企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、本業務の履行に当たるものとする。

（構成員の責任）
第１０条　各構成員は、本業務の履行及び一部業務の再委託契約、その他の業務の実施に伴い企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）
第１１条　企業体の取引金融機関は、○○○○○○○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。

（決算）
第１２条　企業体は、各年度の業務完了の都度、決算するものとする。

（利益金の配当の割合）
第１３条　決算の結果、利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。

（欠損金の負担の割合）
第１４条　決算の結果、欠損を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。


（権利義務の譲渡の制限）
第１５条　本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。

（業務途中における構成員の脱退に対する措置）
第１６条　構成員は、本市及び構成員全員の承認がなければ、企業体が本業務を完了する日までは脱退することができない。
２　構成員のうち、本業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を完成する。
３　第１項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。
４　脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除して金額を返還するものとする。
５　決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当を行わない。

（構成員の除名）
第１７条　企業体は、構成員のうちいずれかが、本業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び本市の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
２　前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
３　第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から第５項までを準用するものとする。

（本業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置）
第１８条　構成員のうちいずれかが本業務途中において破産又は解散した場合においては、第１６条第２項から第５項までを準用するものとする。

（代表者の変更）
第１９条　代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び本市の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。

（解散後の契約不適合責任）
第２０条　企業体が解散した後においても、本業務につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責を負うものとする。


（協定書に定めのない事項）
第２１条　本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。

○○○○○○○○株式会社外〇社は、上記のとおり○○共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書を〇通作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。

令和　８年　　月　　日

商号又は名称　
所在地　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

商号又は名称　
所在地　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

商号又は名称　
所在地　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

【以下構成員を列記】
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共同企業体協定書（案）

（目的）
第１条　当共同企業体は、次の業務を共同連帯して営むことを目的とする。
（1） 鶴岡市（以下、「本市」という。）が発注する鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務（以下、「本業務」という。）
（2） 前号に附帯する業務
（3） 本業務に関連して本市が発注する他の業務

（名称）
第２条　当共同企業体は、○○共同企業体（以下、「企業体」という。）と称する。

（事務所の所在地）
第３条　企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。

（成立の時期及び解散の時期）
第４条　企業体は、令和○○年○○月○○日に成立し、本業務の履行完了後３か月を経過するまでの間は、解散することができない。
２　前項の規定にかかわらず、本業務を受託することができなかったときは、企業体は、本業務に係る契約が締結された日に解散する。

（構成員の所在地、名称及び担当する業務種別）
第５条　企業体の構成員及び主に担当する業務種別は、次のとおりとする。
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当する業務種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当する業務種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【以下構成員と各構成員が担当する業務種別を列記】

（代表者の名称）
第６条　企業体は、○○○○○○○○を代表者とする。


（代表者の権限）
第７条　企業体の代表者は、本業務の履行に関し、企業体を代表して、本市及び関係官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金の見積、請求、受領及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。

（分担業務額）
第８条　各構成員の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき本市と契約内容の変更増減等があった時は、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○業務　　名　称　　　　　　　　　　　　
○○業務　　名　称　　　　　　　　　　　　
【以下分担業務と担当する構成員を列記】
２　前項に規定する分担業務の価額（運営委員会で定める。）については、別に定めるところによるものとする。

（運営委員会）
第９条　企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものとする。

（構成員の責任）
第１０条　各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、本業務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）
第１１条　企業体の取引金融機関は、○○○○○○○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。

（構成員の必要経費の分配）
第１２条　構成員はその分担業務の履行のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。

（共通経費の分担）
第１３条　本業務中に発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により毎月１回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。

（構成員の相互間の責任の分担）
第１４条　構成員がその分担業務に関し、本市及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
２　構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
３　前二項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
４　前三項の規定は、いかなる意味においても第１０条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。

（権利義務の譲渡の制限）
第１５条　本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。

（業務途中における構成員の脱退）
第１６条　構成員は、本業務が完了する日までは脱退することができない。

（本業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置）
第１７条　構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は、解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を履行するものとする。
２　前項の場合においては、第１４条第２項及び第３項の規定を準用する。

（解散後の契約不適合責任）
第１８条　企業体が解散した後においても、本業務に契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責を負うものとする。

（協定書に定めのない事項）
第１９条　本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。


○○○○○○○○株式会社外〇社は、上記のとおり○○共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書を〇通作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。

令和　８年　　月　　日

商号又は名称　
所在地　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

商号又は名称　
所在地　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

商号又は名称　
所在地　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

【以下構成員を列記】


共同企業体協定書第８条に基づく協定書

鶴岡市が発注する鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務に係る下記業務については、共同企業体協定書第８条の規定により、当企業体構成員が分担する業務の額を次のとおり定める。

記

分担業務額（消費税分及び地方消費税分を含む。）
○○業務　　名　称　　　　　　　　　　　　　○○円
○○業務　　名　称　　　　　　　　　　　　　○○円

○○株式会社外○社は、上記のとおり分担業務額を定めたのでその証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。

令和　８年　　月　　日

○○共同企業体
代表企業　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

構成員　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

構成員　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

【以下構成員を列記】
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会社概要書

	①
	商号又は名称
	

	②
	本社所在地
	

	
	　〒
　

	
	最寄りの支店/事務所等
	

	
	　〒
　

	③
	設立年月日
	

	④
	資本金
	円

	⑤
	年間売上高
	円（　　年　　月～　　年　　月）

	⑥
	従業員数
	人

	⑦
	主な業務内容
	











	⑧
	本業務担当部署
	

	⑨
	担当部署所在地
	

	⑩
	担当部署の
技術者総数
	人


※１　以下の書類を添付すること。ただし、鶴岡市競争入札参加者名簿に登録されている者は、エ、オ、カ、キ及びクは提出不要とする。キ及びクを提出する場合は、「鶴岡市競争入札参加資格審査申請提出の手引き（測量・コンサルタント等）」（令和７年１１月）」を参考に作成すること。
1 　商業登記簿謄本（写しでも可)
2 　定款
3 　提出期限の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表（法人の場合は、直前１事業年度の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」及び「注記表」の写し）
4 　市税の完納証明書（原本。本市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したもの。ただし、本市における納税義務のない者は申立書を提出すること。）
5 　納税証明書（写しでも可。国に納付すべき消費税及び地方消費税の納税証明書（その３未納の税額がないこと用））
6 　印鑑証明書（原本）
7 　使用印鑑届（実印と異なる印鑑を契約等に使用する場合に提出すること。）
8 　暴力団排除に関する誓約書
※２　共同企業体の構成員ごとに作成し記入すること。
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業務実績報告書

1． 下水道管路施設のストックマネジメント計画策定
	1 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	2 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	3 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	4 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	5 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	


※　業務実績が確認できる契約書等の写しを添付すること。


2． 下水道管路施設の詳細調査
	1 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	2 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	3 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	4 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	5 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	


※　業務実績が確認できる契約書等の写しを添付すること。


3． 下水道管路施設の清掃
	1 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	2 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	3 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	4 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	5 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	


※　業務実績が確認できる契約書等の写しを添付すること。


4． マンホールポンプ施設の維持管理（巡回点検、オイル交換）
	1 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	2 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	3 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	4 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	5 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	


※　業務実績が確認できる契約書等の写しを添付すること。


5． 下水道管路施設の工事又は修繕（掘削を伴うもの）
	1 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	2 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	3 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	4 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	5 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	


※　業務実績が確認できる契約書等の写しを添付すること。


6． マンホールポンプ施設の工事又は修繕
	1 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	2 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	3 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	4 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	

	5 
	業務名
	

	
	発注者
	

	
	受注者
	

	
	契約金額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	
	履行期間
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
	業務の概要
	


※　業務実績が確認できる契約書等の写しを添付すること。
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配置予定者

1． 統括管理業務
（1） 統括管理者
	氏名（フリガナ）
	

	生年月日
	　　　年　　　月　　　日（　　歳）

	所属
	

	取得資格等
	（資格の名称・取得年月）
（資格の登録番号）

	業務経歴
	（年度・業務名）
（履行期間・業務における役割・発注者）


※１　取得資格等を証明するものの写しを添付すること。
※２　３か月以上の直接かつ恒常的な雇用関係を証明するものの写しを添付すること。
※３　「取得資格等」について、行が足りない場合は適宜追加すること。
※４　「業務経歴」については、直近２件まで記載すること。

（2） 副統括管理者（管路施設担当）
	氏名（フリガナ）
	

	生年月日
	　　　年　　　月　　　日（　　歳）

	所属
	

	取得資格等
	（資格の名称・取得年月）
（資格の登録番号）

	業務経歴
	（年度・業務名）
（履行期間・業務における役割・発注者）


※１　取得資格等を証明するものの写しを添付すること。
※２　３か月以上の直接かつ恒常的な雇用関係を証明するものの写しを添付すること。
※３　「取得資格等」について、行が足りない場合は適宜追加すること。
※４　「業務経歴」については、直近２件まで記載すること。


（3） 副統括管理者（マンホールポンプ施設担当）
	氏名（フリガナ）
	

	生年月日
	　　　年　　　月　　　日（　　歳）

	所属
	

	取得資格等
	（資格の名称・取得年月）
（資格の登録番号）

	業務経歴
	（年度・業務名）
（履行期間・業務における役割・発注者）


※１　取得資格等を証明するものの写しを添付すること。
※２　３か月以上の直接かつ恒常的な雇用関係を証明するものの写しを添付すること。
※３　「取得資格等」について、行が足りない場合は適宜追加すること。
※４　「業務経歴」については、直近２件まで記載すること。

2． ストックマネジメント計画策定業務
（1） 管理技術者
	氏名（フリガナ）
	

	生年月日
	　　　年　　　月　　　日（　　歳）

	所属
	

	取得資格等
	（資格の名称・取得年月）
（資格の登録番号）

	業務経歴
	（年度・業務名）
（履行期間・業務における役割・発注者）


※１　取得資格等を証明するものの写しを添付すること。
※２　３か月以上の直接かつ恒常的な雇用関係を証明するものの写しを添付すること。
※３　「取得資格等」について、行が足りない場合は適宜追加すること。
※４　「業務経歴」については、直近２件まで記載すること。

（2） 照査技術者
	氏名（フリガナ）
	

	生年月日
	　　　年　　　月　　　日（　　歳）

	所属
	

	取得資格等
	（資格の名称・取得年月）
（資格の登録番号）

	業務経歴
	（年度・業務名）
（履行期間・業務における役割・発注者）


※１　取得資格等を証明するものの写しを添付すること。
※２　３か月以上の直接かつ恒常的な雇用関係を証明するものの写しを添付すること。
※３　「取得資格等」について、行が足りない場合は適宜追加すること。
※４　「業務経歴」については、直近２件まで記載すること。


3． マンホール蓋改良工事
（1） 主任（監理）技術者
	氏名（フリガナ）
	

	生年月日
	　　　年　　　月　　　日（　　歳）

	所属
	

	取得資格等
	（資格の名称・取得年月）
（資格の登録番号）

	業務経歴
	（年度・業務名）
（履行期間・業務における役割・発注者）


※１　取得資格等を証明するものの写しを添付すること。
※２　３か月以上の直接かつ恒常的な雇用関係を証明するものの写しを添付すること。
※３　「取得資格等」について、行が足りない場合は適宜追加すること。
※４　「業務経歴」については、直近２件まで記載すること。
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令和　８年　　月　　日

委任状

鶴岡市長　佐藤　聡　様

商号又は名称　
所在地　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印
商号又は名称　
所在地　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印
商号又は名称　
所在地　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

私たちは、下記の者を代理人と定め、「鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務」に関し、下記の権限を委任します。

記

1． 受任者
商号又は名称　
所在地　
所属・役職　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

2． 委任事項
1 　参加申込書の提出
2 　企画提案書の提出
3 　辞退届の提出
4 　その他入札、契約締結に関すること
※　必要のない委任事項は削除し、他に委任事項がある場合は追加すること。
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令和　８年　　月　　日

鶴岡市長　佐藤　聡　様

共同企業体名　
代表企業　
商号又は名称　
所在地　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

誓約書

私は、次の事項について誓約します。
これらに万一違反する行為があったときは、鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務に関するプロポーザル参加資格の取消処分を受けること、また、契約後の場合は鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務に係る契約の解除又は解約及び違反によって鶴岡市に生じた全ての損害を賠償することに異議を申しません。

記

1 　鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務に関するプロポーザルの参加申込、企画提案及び見積りに当たり提出した添付書類を含む全ての書類は、真実に基づいて記載したものです。
2 　次のいずれの者にも該当しません。
（1） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に定める者
（2） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請し、再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けていない者
（3） 公告日以降に鶴岡市の指名停止措置を受けている者
（4） 鶴岡市に納付すべき市税を滞納している者
（5） 国に納付すべき消費税及び地方消費税を滞納している者
3 　本件プロポーザルに参加するに当たっては、企画提案、見積り、契約及び業務実施等に係る関係法令及び諸規定を遵守し、誠実にこれを履行します。
4 　本件プロポーザルへの参加及び契約に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的への使用並びに第三者への開示及び漏洩をいたしません。
5 　個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び関係法令を遵守します。
6 　納付すべき市税については滞納しないことを誓約し、納付状況について調査されることに同意します。
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令和　８年　　月　　日

鶴岡市長　佐藤　聡　様

共同企業体名　
代表企業　
商号又は名称　
所在地　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

企画提案書提出書

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務　実施要領に基づき、別添のとおり企画提案書一式を提出します。

記

1． 添付書類
1 　審査シート（様式１０）					１部
2 　参考見積書（様式１１）					１部
※　各業務の内訳書を別途作成し、添付すること。
3 　業務提案書（様式１２）					６部
1 　業務全般
業務実施体制
地域経済・地域振興
危機管理・安全体制
教育・研修
業務終了時の引継事項
2 　各業務の実施計画
統括管理業務
ストックマネジメント計画策定業務
管路施設維持管理業務
管路施設緊急対応業務
マンホールポンプ維持管理業務
マンホールポンプ緊急対応業務
不明水調査業務
管路施設維持修繕業務
マンホールポンプ整備業務
管路施設維持工事
マンホール蓋改良工事
4 　添付書類①～③の電子データ（ＣＤ－Ｒ等）		１部

2． 業務提案書（様式１２）における留意事項
1 　ファイル綴じせず、Ａ４版左側綴じすること。なお、図面等でＡ３版を使用する場合はＡ４版に折り込むこと。
2 　文字サイズは１０ポイントとする。ただし、図表中の文字サイズはこの限りでない。
3 　文字数及び枚数の制限は設けないが、簡潔かつ明瞭に記述すること。
4 　各項目において、添付資料の参照箇所を明示すること。
5 　事業者が特定できるような表現は用いないこと。
6 　全ての評価の着眼点に対し提案すること。なお、提案のない項目がある場合は、失格とする。

3． 担当者連絡先
氏　　　　名：
所属・役職：
電話番号：
Ｅ－ｍａｉｌ：
※　代表企業の担当者とすること。
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審査シート
	評価項目
	評価の着眼点
	要求水準書
	プロポーザル参加者
確認
	本市
確認

	
	
	条
	要求事項
	
	

	業務全般
	業務実施体制
	· 本業務を実施するために必要な企業の配置（協力企業を含む。）を評価する。
· 本業務を実施するために必要な人員の配置計画及び資機材の配備計画を評価する。
· 本業務に係る本市及びプロポーザル参加者内での情報共有体制の構築を評価する。
	11
	· 「別紙2　業務実施体制」に定める体制を整えること。
· そのほか、関係法令等に基づき本業務の実施に必要な有資格者を配置すること。
	□
	□

	
	
	
	19
	· 本業務の履行に必要な機材は、受注者の責任と負担において準備すること。
	□
	□

	
	
	
	別紙2
	· 配置技術者の資格要件と必要人数を規定。
	□
	□

	
	地域経済・
地域振興
	· 地元企業を活用した業務実施体制の提案がされているかどうか評価する。
· 地元雇用を優先した業務実施体制の提案がされているかどうか評価する。
	11
	· 「別紙2　業務実施体制」に定める体制を整えること。
· そのほか、関係法令等に基づき本業務の実施に必要な有資格者を配置すること。
	□
	□

	
	危機管理・
安全体制
	· 異常時・緊急時における人員配備計画及び緊急連絡体制を評価する。
· 現場からの支援要請に対する組織的なバックアップ体制を評価する。
· 業務履行期間中の安全対策及び労働安全管理について、適切な取り組みとなっているか評価する。
	26
	· 公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、建設工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。
· 作業中は気象情報に十分注意を払い、降雨予報が出された際は直ちに作業を中止できる体制とすること。また、地震等の災害が発生した場合は、直ちに対応できるような対策を講じておくこと。
· 事故防止を図るため、安全管理については全体業務計画書に明示し、受注者の責任において実施すること。
	□
	□

	
	
	
	30
	· 下水道管路施設内が局地的な大雨等による急激な雨水流入により、流速、水位が変動する可能性のある場所であることを考慮し、受注者は、下水道管路施設内の水量が増水した後の対応のみならず、急激な増水が発生する前に作業等を中止又は中断する等の予防的な対応も含め、下水道管路施設内での作業を安全に実施するための安全管理体制を確保すること。
	□
	□

	
	
	
	31
	· 万一、事故が発生した時は、全体業務計画書に示す緊急連絡体制に従い、被災者の安全確保の後、直ちに本市及び関係官公署に報告するとともに、速やかに必要な措置を講ずること。
	□
	□

	
	教育・研修
	· 管理技術や管理レベル等業務マニュアルの作成について評価する。
· 本業務の実施に関して、従事者に対する教育・研修の内容を評価する。
· 技術の向上と継承に向けた、従事者及び本市職員に対する教育・研修の内容を評価する。
	27
	· 本業務に従事する者に対して、定期的に当該業務に関する安全教育を行い、安全意識の向上を図ること。
· 酸素欠乏や硫化水素中毒のおそれのある現場作業に当たっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育を受講させること。
	□
	□

	
	
	
	30
	· 作業等の安全管理に万全を期すため、現場特性に応じた作業等の中止基準について、自らの責任において設定し、本市に報告すること。
	□
	□

	
	業務終了時の
引継業務
	· 業務移行期間における施設機能の確認方法、業務引継ぎの期間及び方法を評価する。
	57
	· 「別紙9　業務引継」に従って業務の引継ぎを実施すること。
	□
	□

	各業務の実施計画
	統括管理業務
	· 再委託先の管理を含む、業務全体にわたるセルフモニタリングの方法と内容が具体的で有効かを評価する。
· 各業務の実施に際し、本市に対して適時・的確な報告・連絡・相談が行われうるかを評価する。
· より効果的な維持管理の体制や方法の構築に向けて、整理・蓄積した維持管理情報の活用方法が具体的に提案されているかを評価する。
· コスト縮減や新たな技術の提案等について検討しているか評価する。
· 各業務の実施方法について評価・検証する技術検討等に関する提案がなされているかを評価する。
· 業務全般のマネジメントの考え方、要求水準未達とならないための対策や未達時の対応が適切か評価する。
	39
	· 本業務における個別の各業務及び工事の一元的な統括管理を行うこと。
· セルフモニタリングを実施し、業務実施状況が要求水準書、企画提案書及び契約書に適合することを確認し、その結果を本市に報告すること。
	□
	□

	
	ストック
マネジメント
計画策定業務
	· 整理・蓄積した維持管理情報をストックマネジメント計画に反映する方法を評価する。
· 本市の下水道の特性・特徴を踏まえた計画の検討・立案の考え方について評価する。
	40
	· 公共下水道管路施設を計画的かつ効率的に管理するため、対象施設の鶴岡市下水道ストックマネジメント計画を策定すること。
· 過年度に本市が実施した関連業務及び本業務で実施した巡視、点検及び調査等の成果を踏まえて検討すること。
	□
	□

	
	管路施設
維持管理業務
	· 効率的かつ効果的な維持管理が行われる実施計画（実施方法、資機材の配備等）となっているか評価する。
· 異常箇所及び不具合箇所の早期発見及び対処が可能な実施計画となっているか評価する。
· 維持管理情報の管理方法を評価する。
· 地域住民への配慮及び広報の方法を評価する。
	41
	· 鶴岡市下水道ストックマネジメント計画等に基づいて、対象施設を点検し、異常の有無及び程度を確認すること。
· 点検により対象施設に異常を確認した場合、その都度必要な処置を検討し、全景及び異常の状況が詳細にわかる画像を本市へ提出するとともに、その後の対応を本市と協議すること。
· 点検により定期的な清掃が必要となる箇所が見つかった場合、その後の対応を本市と協議すること。
· 点検により確認された対象施設の異常の程度を評価し、対策の要否及び緊急度の判定を明らかにすること。
	□
	□

	
	
	
	42
	· 過年度の実績等に基づいて、対象施設を清掃すること。
· 清掃に当たっては、下流側に土砂等を流出させないこと。なお、下流側に土砂等を流出させた場合は、影響区間の流出土砂等を受注者の責任において取り除くこと。
· 発生した土砂等は、産業廃棄物として適切に収集運搬及び処分すること。
· 発生した土砂等を産業廃棄物として収集運搬及び処分する場合、産業廃棄物の搬出から最終処分までの管理をマニフェストにより適切に管理すること。
	□
	□

	各業務の実施計画
	管路施設
緊急対応業務
	· 緊急時における初期対応（人数、現場到達への所要時間等）と本市との連絡体制を評価する。
· 緊急対応における本社、支店等からの応援や連携の体制を評価する。
· 災害対応における本社、支店等からの応援や連携の体制を評価する。
· 緊急対応における対応時間を評価する。
· 維持管理情報の管理方法を評価する。
· 地域住民への配慮及び広報の方法を評価する。
	43
	· 対象施設について、市民等外部又は本市からの対象施設に係る閉塞、溢水等の緊急通報に対し、1次対応として現場確認を行うこと。
· 現地確認後、その後の対応を検討し、必要に応じて2次対応として調査又は清掃を行うこと。
· 現地確認後、直ちに電話、メール等により現地状況や対応内容を本市に報告すること。また、後日、本市が指定する様式にて報告書を作成し、提出すること。
· 現地確認の結果、異常の原因者が個人又は事業者等の場合、以後の対応は原因者の責任（負担）において実施することになるため、その旨を原因者へ説明し、対応を引継ぐこと。
· 現場確認の結果、対象施設の修繕又は改築が必要となる場合、必要な処置を検討し、その後の対応を本市と協議すること。
	□
	□

	
	マンホール
ポンプ
維持管理業務
	· 効率的かつ効果的な維持管理が行われる実施計画（実施方法、資機材の配備等）となっているか評価する。
· 異常箇所及び不具合箇所の早期発見及び対処が可能な実施計画となっているか評価する。
· 維持管理情報の管理方法を評価する。
· 地域住民への配慮及び広報の方法を評価する。
	44
	· 鶴岡市下水道ストックマネジメント計画等に基づいて、各マンホールポンプ場を巡回し、汚水ポンプを引き上げずに設備の状態を点検すること。
· 点検により設備の異常又はその兆候を確認した場合、その都度必要な処置を検討し、その後の対応を本市と協議すること。
	□
	□

	
	
	
	45
	· 鶴岡市下水道ストックマネジメント計画等に基づいて、本市が指定するポンプ施設について、汚水ポンプの引き上げ等により設備の状態を調査し、異常の有無及び程度を確認すること。
· 調査により設備の異常又はその兆候を確認した場合、その都度必要な処置を検討し、その後の対応を本市と協議すること。
	□
	□

	
	
	
	46
	· 鶴岡市下水道ストックマネジメント計画等に基づいて、本市が指定するマンホールポンプ場又は汚水ポンプについて、オイル交換及びポリ硫酸第二鉄注入装置への薬液補給を行うこと。
· 作業において設備の異常又はその兆候を確認した場合、その都度必要な処置を検討し、その後の対応を本市と協議すること。
	□
	□

	
	マンホール
ポンプ
緊急対応業務
	· 緊急時における初期対応（人数、現場到達への所要時間等）と本市との連絡体制を評価する。
· 緊急対応における本社、支店等からの応援や連携の体制を評価する。
· 災害対応における本社、支店等からの応援や連携の体制を評価する。
· 緊急対応における対応時間を評価する。
· 維持管理情報の管理方法を評価する。
· 地域住民への配慮及び広報の方法を評価する。
	48
	· 停電等の異常発報に対し、現場確認等の緊急対応を行うこと。
· 停電が確認された際には、本市が指定するアプリを用いてマンホールポンプ緊急点検が必要な箇所の抽出を行うこと。
· 緊急対応後、直ちに電話、メール等により現地状況や対応内容を本市に報告すること。また、後日、本市が指定する様式にて報告書を作成し、本市に提出すること。
· 緊急対応の結果、ポンプ設備の修繕又は改築が必要となる場合、必要な処置を検討し、その後の対応を本市と協議すること。
	□
	□

	
	不明水調査業務
	· 異常箇所及び不具合箇所の早期発見及び対処が可能な実施計画となっているか評価する。
· 維持管理情報の管理方法を評価する。
· 地域住民への配慮及び広報の方法を評価する。
	49
	· 調査により対象施設に異常を確認した場合、その都度必要な処置を検討し、全景及び異常の状況が詳細にわかる画像を本市へ提出するとともに、その後の対応を本市と協議すること。
· 調査により定期的な清掃が必要となる箇所が見つかった場合、その後の対応を本市と協議すること。
	□
	□

	
	管路施設
維持修繕業務
	· 修繕を確実に終えるための配慮事項が示されており、その対応策について適切な提案となっているか評価する。
· 地域住民への配慮及び広報の方法を評価する。
	50
	· 対象施設について、本市の指示に基づいて修繕を実施すること。
· 交通規制が生じる作業を行う場合、交通誘導員の配置等、適切に安全管理を行うこと。
· 必要に応じて作業前に作業内容及び道路規制等について、周辺住民に通知すること。
	□
	□

	各業務の実施計画
	マンホール
ポンプ
整備業務
	· 修繕を確実に終えるための配慮事項が示されており、その対応策について適切な提案となっているか評価する。
· 地域住民への配慮及び広報の方法を評価する。
	51
	· ポンプ設備について、本市の指示に基づいて消耗品の調達及び修繕を実施すること。
· 交通規制が生じる作業を行う場合、交通誘導員の配置等、適切に安全管理を行うこと。
	□
	□

	
	管路施設
維持工事
	· 施工手順について適切な提案となっているか評価する。
· 工法選定の考え方について適切な提案となっているか評価する。
· 工事を確実に終えるための配慮事項が示されており、その対応策について適切な提案となっているか評価する。
· 地域住民への配慮及び広報の方法を評価する。
	52
	· 対象施設について、本市の指示に基づいて改築を実施すること。
· 交通規制が生じる作業を行う場合、交通誘導員の配置等、適切に安全管理を行うこと。
· 必要に応じて作業前に作業内容及び道路規制等について、周辺住民に通知すること。
	□
	□

	
	マンホール蓋
改良工事
	· 施工手順について適切な提案となっているか評価する。
· 工法選定の考え方について適切な提案となっているか評価する。
· 工事を確実に終えるための配慮事項が示されており、その対応策について適切な提案となっているか評価する。
· 地域住民への配慮及び広報の方法を評価する。
	53
	· 鶴岡市下水道ストックマネジメント計画に基づいて、マンホール蓋の交換を実施すること。
· 交通規制が生じる作業を行う場合、交通誘導員の配置等、適切に安全管理を行うこと。
· 必要に応じて作業前に作業内容及び道路規制等について、周辺住民に通知すること。
	□
	□





[bookmark: _Toc230069638]【様式１１】参考見積書
令和　８年　　月　　日

鶴岡市長　佐藤　聡　様

共同企業体名　
代表企業　
商号又は名称　
所在地　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

参考見積書

鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務　実施要領に基づき、下記のとおり見積もりいたします。

記

1． 業務名
鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務

2． 参考見積金額（合計金額）

	
	十億
	
	
	百万
	
	
	千
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	円



備考
· 　金額は、一枠ずつ算用数字で記入し、金額の前の枠に￥を付けること。
· 　記入する金額は、消費税及び地方消費税を含めないこと。
· 　参考見積内訳書と整合性をとること。


【様式１１】参考見積書
別添、Microsoft Excelファイルに記入。
参考見積内訳書
[image: ]

[bookmark: _Toc230069639]【様式１２】業務提案書
業務提案書
1． 業務実施体制
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　本業務の実施に必要な企業の配置（協力企業を含む。）
2 　本業務の実施に必要な人員の配置計画及び資機材の配備計画
3 　本業務に係る本市及びプロポーザル参加者内での情報共有体制





2． 地域経済・地域振興
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　地元企業を活用した業務実施体制
2 　地元雇用を優先した業務実施体制





3． 危機管理・安全体制
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　異常時・緊急時における人員配備計画及び緊急連絡体制
2 　現場からの支援要請に対する組織的なバックアップ体制
3 　業務履行期間中の安全対策及び労働安全管理





4． 教育・研修
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　管理技術や管理レベル等業務マニュアルの作成
2 　本業務の実施における従事者に対する教育・研修
3 　技術の向上と継承に向けた、従事者及び本市職員に対する教育・研修





5． 業務終了時の引継事項
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　業務移行期間における施設機能の確認方法、業務引継ぎの期間及び方法





6． 統括管理業務
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　再委託先の管理を含む、業務全体にわたるセルフモニタリング方法
2 　各業務の実施における本市に対する適時・的確な報告・連絡・相談方法
3 　より効果的な維持管理の体制や方法の構築に向けた、整理・蓄積した維持管理情報の電子化や活用方法
4 　コスト縮減や新たな技術の提案等
5 　各業務の実施方法について評価・検証する技術検討等に関する提案
6 　業務全般のマネジメントの考え方、要求水準未達とならないための対策や未達時の対応





7． ストックマネジメント計画策定業務
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　整理・蓄積した維持管理情報をストックマネジメント計画に反映する方法
2 　本市の下水道の特性・特徴を踏まえた計画の検討・立案





8． 管路施設維持管理業務
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　実施計画（実施方法、資機材の配備、異常箇所及び不具合箇所の早期発見と対処方法等）
2 　維持管理情報の管理方法
3 　地域住民への配慮及び広報の方法





9． 管路施設緊急対応業務
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　緊急時における初期対応（人数、現場到達への所要時間等）及び本市との連絡体制
2 　緊急対応及び災害対応における本社、支店等からの応援や連携体制
3 　緊急対応における対応時間
4 　維持管理情報の管理方法
5 　地域住民への配慮及び広報の方法





10． マンホールポンプ維持管理業務
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　実施計画（実施方法、資機材の配備、異常箇所及び不具合箇所の早期発見と対処方法等）
2 　維持管理情報の管理方法
3 　地域住民への配慮及び広報の方法





11． マンホールポンプ緊急対応業務
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　緊急時における初期対応（人数、現場到達への所要時間等）及び本市との連絡体制
2 　緊急対応及び災害対応における本社、支店、協力会社等からの応援や連携体制
3 　緊急対応における対応時間
4 　維持管理情報の管理方法
5 　地域住民への配慮及び広報の方法





12． 不明水調査業務
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　実施計画（異常箇所及び不具合箇所の早期発見と対処方法等）
2 　維持管理情報の管理方法
3 　地域住民への配慮及び広報の方法





13． 管路施設維持修繕業務
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　修繕を確実に終えるための配慮事項及びその対応策
2 　地域住民への配慮及び広報の方法





14． マンホールポンプ整備業務
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　修繕を確実に終えるための配慮事項及びその対応策
2 　地域住民への配慮及び広報の方法





15． 管路施設維持工事
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　施工手順及び工法選定の考え方
2 　工事を確実に終えるための配慮事項及びその対応策
3 　地域住民への配慮及び広報の方法





16． マンホール蓋改良工事
	・　以下に示す事項について、考え方及び具体的な体制等を具体的に記述すること。
1 　施工手順及び工法選定の考え方
2 　工事を確実に終えるための配慮事項及びその対応策
3 　地域住民への配慮及び広報の方法




[bookmark: _Toc230069640]【様式１３】辞退届
令和　８年　　月　　日

鶴岡市長　佐藤　聡　様

共同企業体名　
代表企業　
商号又は名称　
所在地　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

辞退届

当社は、令和８年５月２２日付で公告された「鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務」に係るプロポーザル参加者の募集に参加表明しましたが、都合により参加を辞退します。


担当者連絡先
氏　　　　名：
所属・役職：
電話番号：
Ｅ－ｍａｉｌ：
※　代表企業の担当者とすること。

image1.emf
令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 計

統括管理業務

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ストックマネジメント

計画策定業務

- - 円 円 - - - - 円 - 円

管路施設

維持管理業務

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

管路施設

緊急対応業務

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

マンホールポンプ

維持管理業務

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

（うち外業）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

（うち内業）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

（うち通信料）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

マンホールポンプ

緊急対応業務

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

不明水調査業務

円 円 円 円 - - - - - - 円

管路施設

維持修繕業務

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

マンホールポンプ

整備業務

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

管路施設

維持工事

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

マンホール蓋

改良工事

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

業務価格

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

業務名

参考見積金額

※　消費税及び地方消費税の額を除く

※　参考見積金額の積算に当たっては、作成日時点の設計単価を適用すること


